
夕張市水道事業経営戦略

（　令和８年度　～　令和１７年度　）

令和 ８ 年（２０２６年）３月　改定

夕張市

平成３０年（２０１８年）３月　策定



令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

④ 組　織

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

夕張市

夕張市水道事業

計 画 期 間 ：

28

～

管 路 延 長

0.133

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 3 年 3 月 30 日

水 源

事業の現況

料金体系は、一般用（家事用・業務用）、浴場用など用途別料金体系をとっており、各用途ごとに基本料金と水量
（従量）料金を設定しています。また、口径に応じて量水器使用料を設定しています。

夕張市水道事業経営戦略

206.35

千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 38.83

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　
（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

2

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 7,200

計 画 給 水 人 口 6,809

現 在 給 水 人 口 6,032法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）

㎥／日

上下水道課として上下水道課長の下、主幹2名、管理係1名及び庶務係1名の5名で構成されています。人件費の予算措置については、水道事
業会計に2名置いている状況です。

平 成 24 年 4 月 1 日

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

●水道使用料金表（月額） ●量水器使用料（月額）
※金額はいずれも税込みです。

8㎥まで 2,444 13㎜ 96

9㎥ 2,722 20㎜ 108

10㎥ 3,000 25㎜ 121

超　　過 1㎥増毎 387 40㎜ 629

基　　本 100㎥まで 18,742 50㎜ 738

超　　過 1㎥増毎 169 75㎜ 1,052

基　　本 10㎥まで 8,300 100㎜ 1,694

超　　過 1㎥増毎 677

（単位：円）

一般用
基　　本

公衆浴場

臨時用

種　　別 用　　途 基本水量 一般料金 口　　径 一般料金

1 



（２）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３） 料金収入の見通し

　水道料金は平成元年4月に料金改定した後、消費税改定時を除き平成24年３月まで据え置いていたため、人口・使用水量の減少と相まって料
金収入は低迷し、老朽施設更新費用の確保も厳しい状況にありました。水道事業の健全経営には老朽施設を適切に更新し、機能健全性維持
が不可欠であることから、第8期拡張事業計画の策定に合わせて必要経費を試算し、平成24年4月に料金改定を実施しました。しかし、近年は計
画を上回る人口減少や企業の撤退などにより計画以上の料金収入の減となっています。
　経営戦略更新にあたり前述の給水人口及び水需要の予測結果から、現行の料金水準で推移した場合、水需要と同様に年々減収の見込みと
なっており、第8期拡張事業計画で見込んでいた料金収入を下回ることが想定されることから、今後は、財政再生計画の進捗状況や施設の見通
しも踏まえつつ、更なる収入確保と費用の縮減に努めながら、料金改定を視野に入れた検討が必須となってきます。　なお、料金改定時には資
産維持費（将来的な老朽管等更新に要する費用）等も考慮します。
※料金収入の予測にあたっては、以下を根拠とした。有収水量×供給単価を採用。

水需要の予測

　令和7年3月時点の給水人口を基にアセットマネジメントを作成しました。予測方法は「国立社会保障・人口問題研究所」による減少率を基に推
計したものです。
　　給水人口は、減少する傾向にある行政区域内人口と同様に、年々減少する見込みとなっています。

これまでの主な経営健全化の取組

　
　本市水道事業は、一般会計において赤字を解消するための財政再建計画（平成18年度策定）の基本方針に準じ、公営企業経営健全化計画
（平成18年度）を策定し、人件費等経費の削減、企業債の借換えを行ってきました。
　また、平成20年度から民間企業に水道施設の運営等を委託し効率化を図ってきましたが、水道施設の老朽化に伴う故障が増加傾向にあり、日
常的に断水のリスクが高まっていたことから、水道水の安定供給を図るため、平成22年度に、将来にわたる水道水の安全・安定した給水維持を
目指すとともに、効率的な施設改築更新を図ることを目的とした「夕張市上水道第8期拡張事業計画」を策定、新浄水場等の施設整備と維持管
理業務を一括委託し、事業費の低減化を図るため、平成24年度よりPFI事業を導入しました。このPFI事業により財政負担の軽減とコスト削減や水
質等安全性の向上、専門職員の増員や遠隔監視制御システムによる業務の効率化等の効果がありました。
　また、令和6年度から施設管理と事故時等において迅速な対応を行うため、上水道施設管理（マッピング）システムを導入し、業務の効率化を
図っています。
　水道料金の収納についてはお客様の利便性の向上を図ることから、平成26年度からコンビニエンスストアでの納付開始するとともに、令和6年
度から滞納対策として弁護士との連携を開始、収納率の向上に努めています。

給水人口の予測

　令和6年度に策定・公表した、令和5年度決算「経営比較分析表」を添付しています。
　この経営比較分析表は経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本市の経年比較や他の類似団体との比較、複数の指標を組み合わせ
た分析を行い、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となります。
　概要として、経営状況が改善されていないため、今後、維持管理費の更なる増加を抑えるとともに、料金改定を含めた財源確保の検討が求め
られます。
　また、資産状況は老朽化が進んでいることが明らかとなっているため、今後、管路の更新計画策定し改善を図る必要があります。

　令和6年度有収水量及び給水人口を基に、アセットマネジメントを作成しました。予測方法は給水人口と過去の有収水量との比較から推計した
ものです。
　給水人口及び大口利用者の減少傾向に伴い、水需要は年々減少する見込みとなっています。

年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
給水人口(人) 6,319 6,065 5,848 5,630 5,413 5,195 4,978 4,794 4,609 4,425 4,240 4,056

年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
有収水量(千㎥) 587 564 543 523 503 483 463 445 428 411 394 377

年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
料金収入(千円) 203,761 193,919 188,554 181,544 174,534 167,524 160,514 154,568 148,622 142,676 136,731 130,785
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（４）

（５）

３．経営の基本方針

施設の見通し

　平成24年度から開始した第８期拡張事業では、ＰＦＩ事業により、老朽化していた２つの浄水場及び配水池等の場外系施設の一部（電気設備
等）を更新するなど、耐震化・効率化を図ったところです。
　一方、管路は総延長約206㎞のうち、法定耐用年数（40年）を越えているものが約50㎞（24％）※となっており、今後、炭鉱閉山に伴い市へ移管
された炭鉱専用水道を更新するため昭和50年代以降に整備した配水管が次々と法定耐用年数を迎えることになります。　また、中山間地域であ
り地理的条件から給水効率の悪い区域を抱えているため場外系施設（配水池、ポンプ場）が多く、これらは老朽化とともに修繕費が年々増加して
いるほか、急激な人口減少等により使用水量が減少しており、現在抱えている施設規模は過大なものとなっています。
　今後は、料金収入及び将来の水需要の減少が見込まれるため、対象施設を全て更新することは難しいことから、市の施策であるコンパクト・シ
ティの推進を踏まえ、更新箇所の選定や施設の統廃合・長寿命化、ダウンサイジングなどについて、長期的な視点を持って検討し、施設の更新・
耐震化を計画的に行っていきます。
　当面の対応として、有収率の向上・漏水リスクの縮小を目標に、漏水調査等の実施による漏水箇所の早期発見と修繕を行い、施設の延命化を
図っていきます。

　本市の水道事業は、水道施設の老朽化や給水人口・給水量の減少、過大な施設規模により安定した水道水を供給できないおそれがあること
から、効率的な施設の更新や水道事業の運営を行い、将来にわたって安全・安定した給水を確保することを目的として、平成22年度に「夕張市
上水道第８期拡張事業計画」(計画期間：平成24年度～令和13年度まで)を策定し、平成28年度に2浄水場を更新したほか場外系施設(配水池、
ポンプ場等）電気機械設備を一部改修しました。
　経営戦略においては、引き続き「夕張市上水道第８期拡張事業計画」を推進していくとともに、今後、施設の更新計画を策定します。
　施設の更新にあたっては、将来的な財源不足も懸念されることから、次に掲げる取組を推進し、効率的な事業経営を行うとともに、国の補助事
業の活用や料金水準についても併せて検討していきます。
　また、本市は南北に長く広大な面積のうえ、集落が点在しているため、長い配水管や多数の浄水場・配水池などの水道施設を有することから、
これら全てを整備するため多額の財源が必要になり、利用者の負担増の要因になるため、長期的な視点を持ちつつ、給水区域の見直しも含め
た持続可能な施設更新を検討していきます。
 
1.収入の増加に関する事項
・未納者に対しては、給水停止処分を通じて積極的な歳入確保に取り組んでいきます。
・市の積極的な企業誘致と定住対策により、使用水量減少の抑制を図っていきます。
・老朽管など水道施設更新の際には、一般会計から繰出基準に基づいた経費の繰入れを検討していきます。
　また、急激な人口減少に加え、地理的条件から施設の効率化には限界があり、その維持管理費は多額の経費が見込まれ、経営基盤も脆弱な
ものとなってきていることから、急激な住民負担増にならないよう、社会経済情勢の推移及び水道事業の実態を勘案し、一般会計から基準外繰
入金による財政支援を行うよう配慮します。
2．支出の削減に関する事項
・適正な職員体制の確保と人件費の抑制を図っていきます。
・PFI事業等の活用による民間委託の継続により、民間企業のすぐれた技術力や経営ノウハウを活用し、経費の削減に努めます。
・施設の更新等については、施設統廃合や長寿命化、ダウンサイジング等によりコストの削減を図ります。
3.その他
・お客様に安全安心していただくために、信頼される水道事業を目指します。
・災害・事故等非常時の応急給水体制の強化を図ります。

　最後に、急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設等の老朽化に伴う更新費用の増大など、地方公営企業を取り巻く経営環境は厳
しさを増しつつあるため、経営の健全化・効率化に向けて取り組んでいきます。

※R6年度決算統計より

　平成18年度の財政破綻以降、職員の大量退職などにより、プロパー職員の確保が困難となったことから、平成20年度から施設の維持管理、検
針・窓口業務等について、包括的民間委託を実施し、さらに平成24年度からはＰＦＩ事業において契約期間を令和13年度末までの20年間とし、
受託事業者による人材確保、技術の継承を図っています。
　また、市の組織については、包括委託の業務範囲を含む水道事業全体を俯瞰できる後継者の確保・育成は必須であることから、技術的分野に
おいて課内の業務連携と体制の確保を図りながら、効果的な人事配置を引き続き検討するとともに、事業の効率化に取り組んでいます。
　今後は、施設や管路の老朽化が進んでおり、施設の更新業務が増大する見込みであることから、職員の増員と育成が必須であり、長期的視野
で組織体制の検討が必要です。

組織の見通し
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

目 標 安全で安心な水道水を安定的に供給するため、施設の更新及び耐震化を計画的に進める。

目 標 安全で安心な水道水を安定的に供給するための事業費の財源確保に努める。

②　収支計画のうち財源についての説明

・民間の資金・ノウハウ等の活用に関する事項
　　PFI事業により浄水施設等の更新・維持管理及び窓口業務等を令和13年度まで委託し、効率的な施設の運営経費を見込みました。

・施設・設備の廃止・統合に関する事項
・施設・設備の合理化に関する事項
・施設・設備の長寿命化等の投資の平準化に関する事項
　　場外系施設の廃止・統合を検討し、合理化を図ります。
　　施設の老朽化が進んでいるため、耐震化を含めた更新計画を策定します。
　　なお、策定にあたっては1年あたり約2㎞の老朽管更新費用を見込むとともに、コンパクトシティ推進を踏まえた管路総延長の見直しを行いま
す。
　　法定耐用年数を超過した管路は24％を超えているが、設置環境により実耐用年数は異なるため、個々の管路の状況を踏まえ、重要性、漏水
の危険性のある管路を優先的に更新、その他については適宜修繕し延命化を図るとともに有収率を向上させていきます。
　　更新計画の策定にあたっては、アセットマネジメントの充実も含め、ダウンサイジングや長寿命化等を検討し、投資の平準化を図ります。

・広域化に関する事項
　　本市が中山間地域にあり、近隣自治体と距離があること、また、財政再生の途上にあることから、施設の広域化や経営統合は難しい状況で
す。
　
・防災・安全対策に関する事項
　　浄水場は更新に伴い耐震化しましたが、管路や場外系施設（配水池、ポンプ場など）は進んでいないため、施設の更新計画の策定に当たっ
ては耐震化を十分考慮します。
　　また、耐震化の取組には一定の年数を要することから、災害時の応急給水活動や応急復旧活動を円滑に行えるよう、災害時における水道機
能の確保のための防災対策に取り組むことを検討します。

・その他
　耐震化等の観点から、必要に応じて更新すべき水道施設を検討するとともに、管路については更新化率の向上を視野に取り組んでいきます。

・料金に関する事項
　水道料金については、第8期拡張事業計画にて令和13年度までの給水人口や料金収入の推計に基づき平成24年度に全国でも高い水準へ改
定しており、計画期間内は現在のところ据え置きとしています。
　収入見込みについてはアセットマネジメントにより今後の人口減少を踏まえ試算しました。現状では水道料金の増額改定は見込んでおりません
が、老朽管更新等新たな事業を実施する際には、定期的に検証しつつ料金適正化についてさらに検討し改定していきます。　なお、料金改定時
には料金回収率の向上及び資産維持費（将来的な老朽管等更新に要する費用）等も考慮します。※別添「原価計算表」参照

・企業債に関する事項
　建設改良費については水道事業債を見込んでいます。事業の実施に際しては、国庫補助事業（1/3）や一般会計補助金を活用し財源確保に
努めるとともに、起債の新規発行額の抑制を図ります。

・繰入金等に関する事項
　地方交付税において措置される額を基準とした基準内繰入金のほか、福祉政策として実施している水道料金の福祉軽減相当分を見込みまし
た。
　また、当面の間は基準外繰入金を見込んでいますが、料金収入の改定と経費節減等により削減していくよう努めます。

・その他
　財源について、毎年度状況を鑑み次年度予算へ反映させていきます。必要に応じてアセットマネジメント等を実施し、客観的な指標に基づき経
営戦略も随時見直します。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

　水道水の安全・安定した給水維持と事業費の低減を図るため、平成24年度からＰＦＩ事業を導入して
浄水場等の施設整備及び維持管理を包括委託しています。

　第8期拡張事業の中で計画的に施設の機械設備・電気計装設備の更新を行っていきます。
　その他施設については法定耐用年数での更新は多大な費用が必要となるため、更新計画策定時に
長寿命化等も考慮して、費用の平準化等も検討していきます。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　施設の更新計画の策定に合わせて統廃合と更新時のダウンサイジング等を検討していきます。
　更新計画の策定にあたっては、今後の給水人口や水需要の予測に基づき、コンパクトシティ推進を踏
まえた適正な施設等の規模を検討し、地域に応じて廃止や合理化を行う必要があります。なお、ダウン
サイジングにあたっては、避難所、病院など防災対策上重要な施設として示されている拠点を多く含む
給水区域を優先します。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　PFI事業において更新した浄水場の施設水量については実施したところですが、人口減少が続いて
いることから、今後、他施設の更新計画を策定する際には、場外系施設の機械設備や管路のスペックダ
ウンについても検討します。

そ の 他 の 取 組 　業務の効率化及び利用者の利便性向上のため、スマート水道メーターの導入を検討します。

　本市の地理的状況及び財政状況から難しい状況にあります。広 域 化

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

・委託料及び動力費等に関する事項
　　PFI事業において委託契約済みであることから、令和13年度までの契約額を見込んでおります。令和14年度以降は現在の委託形態が継続す
る前提で各前年度の額に対し、令和７年８月内閣府公表の消費者物価指数1.0%（過去投影ケース）の上昇率を見込み計上しています。

・修繕費に関する事項
　　年度ごとの修繕の状況にばらつきが生じるため、老朽化した施設等の状態を確認しながら修繕計画を検討し、費用の平準化と施設の延命に
よる支出抑制により、横ばいで修繕費が推移するものとして、計上しています。
　
・職員給与費に関する事項
　　職員3名分(うち会計年度任用職員１名)を基本に算出しています。
　　更新工事の増大が見込まれており、これ以上の職員削減は難しいことから、定期昇給による上昇分を計上しています。

・減価償却費
　　現在所有している固定資産に対する減価償却費を算定し、計上しています。

・その他
　　投資以外の経費について、毎年度状況を鑑み次年度予算へ反映させていきます。必要に応じて経営戦略も随時見直します。
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②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　現在の事業は、第8期拡張事業計画に基づき実施している状況にあります。
　毎年度、決算額と計画額との比較検証を実施するなど適切な進捗管理を行い、また、3～5年ごとを目
安に本経営戦略の事後検証、点検を行うとともに必要に応じて経営戦略を見直しします。従来から経営
分析で用いられている「経営の健全性」「経営の効率性」「老朽化の状況」の視点に基づく各種指標の
動向にも留意します。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

　償還残高の推移を見守りながら、後年度にできるだけ負担とならないよう、事業費を精査し国庫補助
金等を活用した上で借入額の抑制に努めます

　現在は基準内繰入れのみで（福祉政策除く）経営しています。
　今後、想定以上の人口減少に応じた収入減少の補完は一般会計繰入金に頼らざるを得ない状況で
すが、繰出基準以外の繰入金については、財政部門と協議しながら可能なかぎり圧縮に努めます。

　第8期拡張事業計画において平成24年度に料金改定を行い、全国で上位の料金設定としたところで
あり、受益者の負担をさらに増加させることは夕張市の人口減少をさらに加速化させ地域崩壊を招き、
結果として財政再生が達成できなくなることにもつながりかねないことから、現時点では現行水準で見込
んでいますが、現行料金では安定した事業運営が厳しい状況となっていくため料金改定を行う必要が
あります。改定にあたっては現状の原価計算表を踏まえつつ、経常損益では黒字化を目指すとともに、
安定的に更新事業が実施可能となるように財源を確保することを目指し、施設・設備等の更新計画策定
と同時進行で検討します。
　また、給水停止や個別相談など滞納対策の実施により使用料の納入促進に努めていきます。

　現時点では該当となる資産はありませんが、将来的に生じた場合には有効活用を検討します。

そ の 他 の 取 組

　収納率向上など財源確保につながる取り組みについて費用対効果を検証しつつ取り組みます。
　施設・設備更新事業などの実施に当たっては、国の補助事業の対象施設を優先するとともに、一般会
計補助金など財源確保を検討していきます。
　繰越欠損金の解消についても、今後の収支状況を踏まえ、早期に解消できるよう、料金体系の見直
し、さらには資産の減損、資本金の減資も含め検討していきます。
　また、人口減少が進んでいることから、国からの補助率が高い簡易水道事業への移行も検討します。

企 業 債

繰 入 金
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全体総括

44.20

①平成28年度に更新した浄水場等の減価償却が始
まったため100％を下回っている。今後も経営効率
改善に努める。
②決算統計報告時には当年度末処理欠損金が発生し
ているが、R5年度損失分は未処分利益剰余金で補填
しているため、欠損金は発生していない。
③毎年度100％を上回っているが、類似団体と比べ
低いことから、経費削減等で流動比率の上昇に努
め、併せて支払能力を高めていく必要がある。
④平成28年度の浄水場更新に伴う借入により増加。
今後、計画的に返済することで改善が見込まれる。
⑤給水に係る費用が増加したことにより100％を下
回っているため、経費削減等が必要である。
⑥有収水量1㎥あたりの給水原価は類似団体平均値
に比べて高い状況にあるため、経費削減等の検討が
必要である。
⑦類似団体平均値を下回っているため、配水能力の
縮小等、効率化に努める必要がある。
⑧類似団体平均値を下回っているため、管路の修繕
による漏水対策等に努める必要がある。

2. 老朽化の状況について

①②類似団体平均値を上回っており、法定耐用年数
を経過する管路を多く保有している状況である。
また、③類似団体平均値を下回っており、今後、財
源の確保を含めて管路の修繕等の検討が必要とな
る。

2. 老朽化の状況

給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2) － 類似団体平均値（平均値）

現在は平成22年度に策定した「夕張市上水道第8期
拡張事業計画」に基づき経営しているが、人口減少
に伴う給水収益の減少及び管路の経年化が進行する
ことを踏まえると、更なる経費節減及び収納率の向
上に取り組むとともに、施設の劣化度や重要性を踏
まえて優先順位をつけた修繕等を行う必要がある。

143.30 【】 令和5年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 62.78 99.54 6,966 6,334

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人)

6,411 763.07 8.40 ■ 当該団体値（当該値）法適用 水道事業 末端給水事業 A8 非設置

経営比較分析表（令和5年度決算）
北海道　夕張市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.47 0.40 0.36 0.57 0.56

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 98.97 86.21 78.38 87.77 87.98

平均値 104.35 105.34 105.77 104.82 106.46

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 52.77 54.98 57.03 58.98 61.01

平均値 47.31 47.50 48.41 50.02 51.38

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 18.90 21.51 2.19 22.35 24.05

平均値 16.77 17.40 18.64 19.51 21.60

①経常収支比率(％)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 1.19 30.40 46.82 29.61 23.71

平均値 21.69 24.04 28.03 26.73 27.85

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 367.87 378.32 262.69 263.09 222.12

平均値 301.04 305.08 305.34 310.01 311.12

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 669.05 844.04 795.29 933.81 744.88

平均値 551.62 585.59 561.34 538.33 515.14

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 75.01 52.39 53.63 47.72 57.89

平均値 87.11 82.78 84.82 82.29 84.16

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 456.68 606.69 639.57 605.27 590.18

平均値 223.98 225.09 224.82 230.85 230.21

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 44.10 38.91 40.50 40.62 41.14

平均値 49.64 49.38 50.09 50.10 49.76

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 70.50 66.50 61.50 58.94 57.42

平均値 78.09 78.01 77.60 77.30 76.64

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【108.24】 【1.50】 【243.36】 【265.93】

【89.42】【59.81】【177.56】【97.82】

【52.02】 【25.37】 【0.62】



様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画

年　　　　　　度
前々年度

（令和5年度）
前年度

（令和6年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 213,984 204,720 194,905 189,513 182,503 175,493 168,483 161,473 155,527 149,581 143,635 137,690 131,744
(1) 212,658 203,761 193,919 188,554 181,544 174,534 167,524 160,514 154,568 148,622 142,676 136,731 130,785
(2) (B)
(3) 1,326 959 986 959 959 959 959 959 959 959 959 959 959

２． 171,199 166,774 162,108 161,166 153,219 147,133 142,902 238,922 236,144 233,195 230,168 204,391 200,967
(1) 96,291 95,019 92,935 95,103 91,299 87,647 84,141 180,775 177,544 174,443 171,465 168,606 165,862

96,291 95,019 92,935 95,103 91,299 87,647 84,141 180,775 177,544 174,443 171,465 168,606 165,862

(2) 70,462 64,925 61,719 59,775 55,851 53,627 53,103 52,683 53,321 53,652 53,774 31,020 30,498
(3) 4,446 6,830 7,454 6,288 6,069 5,859 5,658 5,464 5,278 5,100 4,929 4,764 4,606

(C) 385,183 371,494 357,013 350,679 335,722 322,626 311,385 400,395 391,671 382,776 373,803 342,081 332,711
１． 416,872 407,175 382,244 373,506 360,911 355,610 354,250 351,164 353,986 356,465 357,830 295,870 296,479
(1) 13,552 13,270 15,879 14,621 15,217 15,687 16,127 16,277 16,425 16,589 16,881 17,062 17,246

5,860 5,440 5,331 5,534 5,952 6,174 6,380 6,476 6,572 6,677 6,795 6,913 7,029

7,692 7,830 10,548 9,087 9,265 9,513 9,747 9,801 9,853 9,912 10,086 10,149 10,217
(2) 168,839 166,360 148,976 148,674 149,637 149,752 149,867 149,984 150,101 151,474 152,861 154,262 155,677

13,983 33,210 12,046 9,300 10,150 10,150 10,150 10,150 10,150 10,150 10,150 10,150 10,150

154,856 133,150 136,930 139,374 139,487 139,602 139,717 139,834 139,951 141,324 142,711 144,112 145,527
(3) 234,481 227,545 217,389 210,211 196,057 190,171 188,256 184,903 187,460 188,402 188,088 124,546 123,556

２． 20,933 21,468 12,568 14,835 13,831 13,148 12,396 11,776 15,085 18,413 21,750 25,106 28,481
(1) 13,833 12,329 11,004 9,835 8,831 8,148 7,396 6,776 10,085 13,413 16,750 20,106 23,481
(2) 7,100 9,139 1,564 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

(D) 437,805 428,643 394,812 388,341 374,742 368,758 366,646 362,940 369,071 374,878 379,580 320,976 324,960
(E) △ 52,622 △ 57,149 △ 37,799 △ 37,662 △ 39,020 △ 46,131 △ 55,261 37,456 22,599 7,897 △ 5,778 21,105 7,751
(F) 1,882 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772
(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(H) 1,882 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772 772

△ 50,740 △ 56,377 △ 37,027 △ 36,890 △ 38,248 △ 45,359 △ 54,489 38,228 23,371 8,669 △ 5,006 21,877 8,523
(I) 100,576 44,200 7,173 △ 29,717 △ 67,965 △ 113,325 △ 167,814 △ 129,586 △ 106,215 △ 97,545 △ 102,551 △ 80,675 △ 72,152
(J) 488,856 402,363 385,862 370,310 355,379 341,046 327,286 314,076 301,395 289,221 277,534 266,314 255,543

78,537 75,669 72,642 69,737 66,947 64,269 61,698 59,230 56,861 54,587 52,403 50,307 48,295
(K) 220,083 144,069 137,803 135,626 126,416 121,489 114,869 113,643 109,889 108,126 102,643 102,162 104,566

109,183 103,249 97,175 94,998 85,788 80,861 74,241 73,015 69,261 67,498 62,015 61,534 63,938

102,890 29,827 29,827 29,827 29,827 29,827 29,827 29,827 29,827 29,827 29,827 29,827 29,827
( I )

(A)-(B)

(L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(M) 213,984 204,720 194,905 189,513 182,503 175,493 168,483 161,473 155,527 149,581 143,635 137,690 131,744

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(N) - - - - - - - - - - - - -

(O) - - - - - - - - - - - - -

(P) 213,984 204,720 194,905 189,513 182,503 175,493 168,483 161,473 155,527 149,581 143,635 137,690 131,744

- - - - - - - - - - - - -

本年度
（R7予算）

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

そ の 他 補 助 金
長 期 前 受 金 戻 入

他 会 計 補 助 金

そ の 他
収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

△ 80

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 0 0

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額
営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

△ 68 △ 65 △ 71 △ 59 △ 55△ 100

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

0 △ 16 △ 37 △ 65

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金



様式第2号（法適用企業・資本的収支）

投資・財政計画

年　　　　　度
前々年度

（令和5年度）
前年度

（令和6年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． 1,500 0 0 7,700 0 0 0 133,330 133,330 133,330 133,330 133,330 133,330

２．

３． 1,883 603 582 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052

４．

５．

６． 0 0 0 0 0 0 0 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667

７．

８． 0 0 0 2,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９．

(A) 3,383 603 582 10,969 1,052 1,052 1,052 201,049 201,049 201,049 201,049 201,049 201,049

(B)

(C) 3,383 603 582 10,969 1,052 1,052 1,052 201,049 201,049 201,049 201,049 201,049 201,049

１． 35,433 22,685 17,715 11,769 21,919 25,829 9,004 231,104 225,602 220,964 225,557 215,234 201,319

２． 114,202 109,343 103,249 97,175 94,998 85,788 80,861 74,241 73,015 69,261 67,498 62,015 61,534

３．

４．

５．

(D) 149,635 132,028 120,964 108,944 116,917 111,617 89,865 305,345 298,617 290,225 293,055 277,249 262,853

(E) 146,252 131,425 120,382 97,975 115,865 110,565 88,813 104,296 97,568 89,176 92,006 76,200 61,804

１． 143,105 129,392 117,815 96,933 113,901 108,247 88,025 83,319 77,092 69,123 71,536 56,670 43,540

２．

３．

４． 3,147 2,033 2,567 1,042 1,964 2,318 788 20,977 20,476 20,054 20,470 19,531 18,265

(F) 146,252 131,425 120,382 97,975 115,865 110,565 88,813 104,296 97,568 89,176 92,006 76,200 61,804

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 1,584,043 1,474,700 1,371,451 1,281,976 1,186,978 1,101,190 1,020,329 1,079,418 1,139,733 1,203,802 1,269,634 1,340,949 1,412,745
※決算統計より ※決算統計より

○他会計繰入金

年　　　　　度
前々年度

（令和5年度）
前年度

（令和6年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

96,291 95,019 92,935 95,103 91,299 87,647 84,141 180,775 177,544 174,443 171,465 168,606 165,862
90,164 86,557 83,095 79,771 76,580 73,517 70,577 67,754 65,043 62,442 59,944 57,546 55,244

6,127 8,462 9,840 15,332 14,718 14,130 13,564 113,022 112,501 112,001 111,521 111,060 110,618

1,883 603 582 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052

1,883 603 582 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98,174 95,622 93,517 96,155 92,351 88,699 85,193 181,827 178,596 175,495 172,517 169,658 166,914合　　　　　　計

本年度
（予算）

令和8年度

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

そ の 他

他 会 計 借 入 金

計

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

企 業 債 残 高

本年度 （予算） 令和8年度

計
資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

収 益 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

令和15年度 令和16年度 令和17年度

う ち 基 準 外 繰 入 金

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

そ の 他



布設年月日 昭 和 ３ 年 ３ 月 ３ ０ 日

給水人口 ６，０３２人

計算期間 自:令和7年4月至：令和12年3月

（　　5年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

203,761 181,215 181,215

0 0

959 964 964

204,720 182,179 0 182,179

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

13,270 13,270 13,270

0 0 0

33,210 8,300 8,300

133,150 138,796 95,787 43,009

0 0 0

162,620 133,685 133,685

12,329 8,953 8,953

9,139 6,713 6,713

0

0

363,718 309,716 95,787 213,930

363,718 309,716 95,787 213,930

36,160

250,090

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 72.46

＜料金水準についての説明＞

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、
使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正
かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要領」（公
益社団法人日本水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載するこ
と。

動力費

修繕費

その他

経
費

減価償却費　※長期前受金戻入除く

支払利息

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

総務省通知「経営戦略の推進について」の原価計算表を用いて、別紙「投資・財政計画」の数値を基に資産維持費（※）を加え、料金水準の算
定を行いました。
・上記算定の結果は、対象経費に対する料金収入の割合が約73％となり、料金収入が不足している状況です。
・料金水準の現状を踏まえ、今後の収支バランスを注視しながら、料金改定の必要性を検討する必要があります。

※資産維持費とは、将来の施設更新の原資のことで、原価計算に含めることで利益を生じさせ、企業内部に留保されます。本原価計算表では
使用している資産維持費は、アセットマネジメントより「現在保有している資産（未償却未済額）×資産維持率（3％）」で積算しています。

小 計

その他

職員給与費

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

料 金 (X)

原価計算表

収　　入　　の　　部

項 目

金　　　　　　　　額


